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■ 坂口　　実　議員

　
■ 原　　明美　議員

■ 大門　久恭　議員

■ 金田　裕治　議員

■ 東　小夜子　議員

　
■ 吉開　育子　議員

■ 小川　雄司　議員

１．「塾代助成事業」の実施を
２．仮称「文化の醸成助成事業」の実施を

１．第９期介護保険料について
２．地震に伴う避難やその後の対応について

１．飲料水兼用耐震性貯水槽の設置について
２．吉見ノ里駅の無人化の解消を

１．田尻町独自の奨学金について
２．学校代替地の取り扱いについて　

１．防災士の育成について
２．児童遊園の活用について　

１．町独自で国保料均等割の軽減を求める
２．コロナ対策で国保の被保険者すべてに基金を使って給付金を
３．補聴器購入に助成を求める
４．両地区集会所のトイレを男女別に改修を

１．（仮称）田尻町総合文化センター基本計画(案)について
２．田尻町自前の温浴施設の存続を
３．無症状者へのＰＣＲ検査全額助成を
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※この一般質問の内容は、各議員の責任のもと記載しております。

※一般質問の様子は町のホームページ上で閲覧できます。（You Tube　による動画配信です。）
　・閲覧方法・田尻町のホームページ
　　　　 　www.town.tajiri.osaka.jp/  ⇒   町議会 ⇒ インターネット配信

問

答

答

「塾代助成事業」の実施を問

答 学校での教育充実で学力向上を
図っている

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

　　こどもたちが学力や学習意欲の向上を図り、個性や
才能を伸ばす機会を提供するとともに、子育て世帯の経
済的負担を軽減するため、学習塾などで月額１万円まで
利用できる塾代助成事業の実施を。中学生を養育してい
る世帯に、高学歴社会である受験に向け、養育者の所得
により学習塾等へ通えない中学生へ、学ぶ機会を均等に
あたえる事である。
　塾代助成事業の実施により、義務教育日本一のまちを
めざそうではないか。
　
　　　教育次長兼指導課長　今年度から導入したGIGA
スクール構想によるICT環境整備事業では、AIドリルを
導入し、個別最適化学習を実現し、全国学力学習状況調
査においては、小中学校ともに非常にすばらしい結果を
残すことができた。学校給食費も無償提供し、学力向上

問

仮称「文化の醸成助成事業」の
実施を

問

答 複合的な施設とし、利用の促進を図る
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

　　住民が施設を活用して、防災や個人が希望する生涯
学習や文化に触れる機会や健康維持増進に繋がる体力づ
くりなどの費用を一定額毎月助成することで、醸成機会
と施設稼働率が向上する。巨額の施設建設費用を投資す
るに値するのではないか。
　
　　　社会教育課長　（仮称）田尻町総合文化センター
の整備は単なる現公民館のリニューアルではなく、現状
抱える課題を解決しながら、ホール機能、図書機能、生
涯学習機能、交流情報発信機能を有する複合的な施設と
することにより、多様な活動や交流の創出、新たなサー
ビスの提供や発信の展開を図るものである。
　また、整備に当たっては、利用の促進を図り、稼働率
を向上させることは重要な課題と認識しており、今後管
理運営手法など、ソフト面を検討していく中で、併せて
利用促進策について研究していく。

坂口　　実　議員
と保護者負担軽減を図っている。今後も同様に対応して
いく。



　　（仮称）田尻町総合文化センターは駅上広場に

建設する計画であるが、駅上広場は災害時の緊急避

難場所であり、大型ヘリコプタ―が着陸できなくな

るなど問題が多い。防災機能も兼ねるのならば、津

波の可能性が一番少ない旧26号線より山側に設置す

べきではないか。むしろ駅上広場には、飲料水兼用

耐震性貯水槽といった防災設備を設置すべきでは。

　　　社会教育課長　旧26号線山側に（仮称）田尻

町総合文化センターの建設を行う場合、新たに用地

飲料水兼用耐震性貯水槽の
設置を

問

答 今後設計等、事業を進めていく
中で検討する　

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

答

問

　　現在の第8期介護保険料は第7期からの据え置きと
なったが、大阪府内で4番目の高さになっている。住
民税と同じように10％減額できないのか。

　　  福祉課長　10％減額はできない。

　　介護保険を利用しなかった人への還元は。

　　  福祉課長　収入に応じて負担していただく応能
負担の考えである。特定の人に還元することはない。 

　　これ以上高くならない対策を今から考えなくては
いけないと思うが。

　　近い将来必ず発生すると言われている南海トラフ
地震は、田尻町では最大震度6弱の揺れが約1分続き、
その約80分後に3.3ｍの津波が来ると言われている。発
生した時の避難方法は。

　　　安心安全まちづくり推進局課長　まずは、ハザー
ドマップで避難場所、避難場所へのルート等を平時に
確認しておく。地震の発生後数分で津波の有無が発表
されるので、津波が来ると発表があった時は、一時集
合場所に集まりお互いの安否を確認する。班単位で安
全な場所に移動する。集まれなかった人は、それぞれ
が命を守る行動を臨機応変にとる。令和４年度、全住
民に新たな防災マップを配布し、説明会や研修会を開
催していく予定である。

問 問

第9期介護保険料について
今から対策を

問

答 保険料を抑制する対策をしていく
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

地震に伴う各自の対応に
ついて問う

問

答 平常時からハザードマップで確認を
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

答

問

問

答

答

答

　　  福祉課長　介護予防事業、短期集中型リハビリ事
業、ポイント制度による効果で、第9期の保険料を抑
制したいと考えている。

の取得やインフラ整備を進める必要があり、整備ま

でに相当の期間や金額を要することから、整備候補

地の対象としていない。町の所有地から整備候補地

を検討した結果、防災機能を兼ねた施設が必要との

観点から、十分な敷地面積を有し、立地に優れた駅

上広場に（仮称）田尻町総合文化センターを整備す

ることが妥当であると判断した。また、（仮称）田

尻町総合文化センター基本計画（案）において、防

災機能として飲料水やトイレ等の排水機能など、公

共上下水道の途絶時の対応策の検討を図ると明記し

ており、詳細については今後設計等事業を進めてい

く中で検討していく。
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中川　達夫　議員原　 　明美　議員

大門　久恭　議員



答

答

答

　　昨年12月議会で町長が田尻町独自の奨学金を検

討しているとの答弁があったので、その進捗を問う。

　　　企画人権課長　令和4年度に制度内容を決定

し、令和5年度より事業開始をめざす。

　

　　具体的な中身はどのようなものか。

　

　　　企画人権課長　全く独自の制度を予定してい

る。

問

問

田尻町独自の奨学金の
進捗状況は

問

令和５年度からの事業開始をめざす
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
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　　既存の児童遊園に遊具がない場所もあり、どの
ように考えているのか。
一時集合場所に利用されている場所もあるが、地域
の実情は。
　有効活用するべきでは。

　　  都市みどり課長　栄児童遊園は遊具を置くこ
とは考えていない。
　栄児童遊園は、奥まった
場所で利用頻度の多い児童
遊園ではない。年3回除草
している。有効活用につい

問

児童遊園の活用は問

答 現時点では現状どおりとする
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

答

　　平成26年6月議会で防災士資格取得試験に補助
金を出すよう質問し、その後毎年実施し、防災士が
誕生している。防災士をどのように地域防災の中で
生かしていくのか。育成など具体的にどのように考
えているのか。

　　  安全安心まちづくり推進局課長　本年度から
当該資格助成された防災士には、本町の防災サポー
ターとして登録し、様々な防災訓練や研修に参加し
てもらい、毎年の災害や防災の状況をブラッシュ
アップしてもらうよう周知啓発に努める。

問

防災士の育成は問

答 防災サポーターで防災訓練等に
参加してもらう

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

答

小中学校代替地の今後の
取扱いは

問

現在、建設地について諮問中である
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

答

答

答

　　小中学校の建て替えについては現地建て替えを

基本とするとのことであるが、そうすると現在町で

保有している学校代替地については今後どのように

取り扱うのか。

　
　　　学事課長　小中学校施設の位置については、

現在、保幼小中一貫教育検討委員会に諮問しており、

その答申を踏まえ、4月に開催の教育委員会議で協議

する予定である。よって現状では答えるのが難しい。

　
　　代替地の規模はどれぐらいか。

　　　学事課長　2か所あり、1,067㎡（約323坪）
と472㎡(約143坪)である。

問

問

東　小夜子　議員

金田　裕治　議員　議員

ては、児童遊園設置条例はそのままで維持管理し
て、現時点では現状どおりとする。



　　国は令和4年度から、国民健康保険に加入してい
る就学前の子どもに限り、均等割額の2分の1を減額す
る。子どもの数に応じてかかる均等割について、独自
に減免する自治体が広がっている。全額免除や、二人
目以降を減免など様々である。田尻町においても、町
独自で均等割の全額免除や対象年齢を18歳までの拡大
を行っていただきたい。

　　 住民課長　町独自の拡大を講じる考えはないが、
全国国保主幹課長協議会を通じて対象年齢の拡大を国
へ要望していく。

問

町独自で国保料の均等割減額の
対象年齢の拡大を　　

問

町独自で拡大の考えはないが国へ
要望していく

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

 　（仮称）田尻町総合文化センター基本計画案で
は、現公民館が年間1万8千人に対して約2.8倍もの5
万人の利用目標。ホールは可動式250席で規模は現
公民館と同等だが、現公民館が約31％に対して50％
の稼働目標。図書館は現在の図書室の貸し出しが年
間1万５千冊に対して年間利用3万人の利用目標。新
施設の公民館機能を活用して今までの1.5倍の1万
8200人の利用目標となっている。これらの目標を掲
げた根拠をしめしていただきたい。　
　　　　
　　   社会教育課長　（仮称）田尻町総合文化セン
ターの年間来館者数の目標数は約5万人。内訳は生

答
答

答

問

文化センターの高い稼働率
目標案の根拠は　      

問

答 利用者のニーズに対応した整備を
行い稼働率を向上させる　　

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

    　 （仮称）田尻町総合文化センターの運営は、民主
的、公平、透明性を考え、田尻町直営あるいは、文
化協会や公民館利用者協議会らが理事として参加
し、田尻町が出資する文化振興財団を立ち上げて、
運営を指定管理することを求める。
　　　　
　　   社会教育課長　（仮称）田尻町総合文化センタ
ーがよりよい施設となるよう、また町の負担が軽減さ
れるような整備手法を選択すべきであると考える。

問

文化センターの運営は文化振興
財団を立ち上げて委託を　

問

答 よりよい施設となるように検討する　
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

中川　達夫　議員小川　雄司　議員

吉開　育子　議員

答 　　大阪府能勢町では2年前から新型コロナウイルス
感染症対策の一環で、国民健康保険基金を活用し「新
型コロナウイルス感染予防対策等支援金」として国民
健康保険の被保険者すべてに1万円を給付している。
田尻町の2020年度の被保険者数は1,556人、国保財政
は黒字で基金は1億1,000万円ある。被保険者全員に１
万円給付を実施した場合の費用は1,556万円で、基金は
十分残る状態である。町独自のコロナ対策として、国保
の被保険者すべてに1万円を給付していただきたい。
　
　　  住民課長　すべての被保険者の方々に一律に給付
の措置を講じることは、施策として妥当なものではない
と考えている。コロナ禍により暮らしに影響を受け、国
保被保険者の中で困難に直面している方々、支援が必要
な方々に焦点を絞って支援していきたいと考えている。

問

国保基金を使って被保険者
すべてに１万円の給付金を　　

問

支援が必要な人に焦点を絞って
支援する

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

答

答
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涯学習施設で約1万8千人、図書施設で約3万人を想
定。蔵書数を1万2千冊から5万冊に増加させ、自習ス
ペースや気兼ねなく利用できる空間を整備し、学生
や親子連れの利用を見込む。ホールは人を呼び込む
企画やイベントの実施を想定しているので稼働率目
標を50％とした。
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総務建設常任委員会総務建設常任委員会総務建設常任委員会
3月議会 委員会報告3月議会 委員会報告

委員長　大　門　久　恭

審査結果、並びに経過報告　　　    （3月7日開催）

◎田尻町個人情報保護条例一部改正の件
（条例の一部改正）　　   【賛成3、反対1で可決】
　　国の個人情報の保護に関する法律の適用を受け

るということであるが、既にある田尻町個人情報保

護条例は、どうなるのか。

　　令和5年4月から国と同じ規律を適用していく
ことになり、本町の個人情報保護条例の廃止も含め
た検討を令和４年度中に行う予定である。
　　今回デジタル庁ができて、個人情報保護が国に

よって日本全国画一化されるということに、大きな

問題があると思うが。

　　社会全体のデジタル化に対応するために、共通
したルールを設定するものである。町としても、法
律の趣旨に基づいて事務を進めていく。

　

 国が法律を制定し、地方自治体に一律に適用する
ことは、憲法第92条及び第94条に違反していると
思われる。また、国の法律をそのまま適用して、田
尻町の条例とすると、規制が甘くなる問題が生じ
る。適用まで１年間あるので、地方自治体それぞれ
の個人情報保護に努めていくことを求めていく。同
時に、議会を省くということについても対応が必要
である。

◎田尻町消防団員等公務災害補償条例一部改正の件
 （条例の一部改正）　　　　   【全会一致で可決】
　　消防団員の補償も、時代に即して上げていかな

ければならないと思う。万が一の場合、死亡に対す

る補償は、現状幾らに設定されているのか。

　　公務で亡くなった場合、最大2,300万円である。
　　2,300万円は、若干安過ぎると思う。消防職員

と消防団員では開きがあるので、引き上げるように

要望したい。

　　リスクが軽減できるような現場活動を考えてい

文教厚生常任委員会文教厚生常任委員会文教厚生常任委員会
委員長　金　田　裕　治

審査結果、並びに経過報告　　　   （3月8日開催）

◎田尻歴史館指定管理者指定の件
　　　　　　　　　　　　　　【全会一致で可決】
　　自主事業はレストランが中心になると思うが、

以前のように館内を自由に見学できたり、いろんな

イベントをしたりとか、そういうものはあるのか。

また、館を借りるときの利用料等は決まっているか。

　　飲食だけでなく、様々な展示や講座も実施して
もらう予定である。貸館は予定していない。
　　貸館がないということだが、展示等をしたいと

きなど、発表の場はどうなるのか。

　　貸館はしないが、指定管理者と協力して、生涯学
習関係団体との連携を図るような形は取っていく。
　　経営の観点から、収支が赤字にならないよう運

営しないといけないが、町はどう対応するのか。議

会には運営面の報告をするのか。

　　指定管理者との協議を定期的に行っていく中
で、事業の進捗状況や収支など、管理運営面につい
ても話し合っていく。事業結果や収支の報告書を年
度終了後に提出してもらうので、議会にはそれで確
認してもらえると思う。

◎田尻町立認定こども園条例制定の件
 （条例の制定）　　　　　　   【全会一致で可決】
　　町立認定こども園については、教育委員会が一

括して所管するとのことだが、たじりエンゼルへの

申込みも全て教育委員会になるのか。
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問
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問
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反対討論

きたい。補償については、全国的な共済制度に加盟
しているので、今後も考慮しながら進めていきたい。

◎令和３年度田尻町一般会計補正予算（第10号）
　の件
  （1億1,370万9,000円の増額） 【全会一致で可決】

　　吉見ノ里駅前周辺整備委託料が2,412万円の減

額となった理由は。

　　落札業者がかなり低価格で落札されたので、そ
の差金である。



予算特別委員会予算特別委員会予算特別委員会
委員長　仁　部　順　行

　　入園申込、支給認定証や施設利用決定通知書の
発行は、今までどおり民生部で行う。教育委員会に
は、たじりエンゼル入園希望者の入園可否を判断し
てもらうことになる。

◎田尻町附属機関条例一部改正の件
 （条例の一部改正）　　　　   【全会一致で可決】
　　生涯学習推進計画策定委員会の構成メンバーと

人数は。

　　学識経験者として生涯学習に識見を有する大学
教授、生涯学習に関係する団体として文化協会や公
民館利用者協議会の方など、合わせて７名以内を想
定している。
　　計画を審議するに当たっては、現在進めている

（仮称）田尻町総合文化センターについても協議し

ていくのか。

　　審議いただくのは、令和５年度からの10か年
計画であり、その中には、（仮称）田尻町総合文化
センター事業の進捗も含め、生涯学習を今後どうし
ていくのかを審議、調査していくものになる。

◎田尻町国民健康保険条例一部改正の件
 （条例の一部改正）　　　　   【全会一致で可決】
　　未就学児の均等割額が2分の1になったが、国

に対しては、対象年齢の引上げだけでなく全額国負

担や均等割廃止についても、引き続き要望していっ

てほしい。

　　府内町村でまとまって要望を行うので、そのよ
うな意見があることも含めて今後要望事項を検討
し、まとめていきたい。

◎令和3年度田尻町介護保険特別会計補正予算（第
　 3号）の件
 （1,134万円の増額）　　　　  【全会一致で可決】
　　健康ポイントの令和４年度の申込状況は、3年

度と比べるとどうか。

　　令和3年度に申し込みされた方のほとんどが、
4年度も引き続き申し込みされている。

審査結果、並びに経過報告　（３月10、14日開催）

◎令和４年度田尻町一般会計予算の件
　・54億6,200万円      【原案賛成7、修正案賛成2】

 歳　 入
　　町税で、10％減税はやはり非常に大きいと思

う。4億円に対して、約4,000万円削減をされている。

この4,000万円で本来もっと様々な事業ができると

思うが、令和4年度も10％減税は続けていくのか。

　　4,400万円ほど減税したが、令和２年度の個人
町民税の総額は減税前に比べ、1,000万円ほどしか
落ちていない。住んでよかった、住んでみたいと思
われるまちづくり、働く世代への支援という減税の
目的を達成しつつあり、所得構造が変化してきてい
るのではないかと考える。また、町は4,400万円減っ
た分を考慮して財政運営をしているわけでない。

　　ふるさと応援寄附金について、来年度予算を

5,500万円とした理由は。また、その使途は。

　　令和3年度は2月末現在で、3,700万円ほどご寄
附頂いている。これに、直近の令和２年度から３年
度にかけて約３倍に伸びたことを加味し、返礼品の
さらなる拡充なども考えて5,500万円とした。
　使途については、一旦これをふるさと応援基金に
積み立て、翌年度以降、それぞれ寄附時に指定され
た目的に応じた事業を庁内でとりまとめ、ふるさと
応援寄附金事業として実施する。令和4年度は、事
業費として1,152万7,000円計上しており、小中学校
で継続事業として実施している夢の先生事業や、ス
カイブリッジのライトアップ事業などに基金を充当
していく。

 総務費
　　交通安全対策費が昨年度に比べ274万円も減額

になっている理由は。

　　駅前駐輪管理委託料を3年度までシルバー委託
していたが、4年度から民間に委託となり、その分
減額になっている。
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　　4月以降、二輪車の違法駐車、迷惑駐車の対応

はその民間事業者がするのか。

　　道路等に放置された自転車については、条例に
基づいて、町が移送、撤去する。

 衛生費
　　産後ケア委託料について、3市3町の医師会協

力のもと事業を行っているとのことだが、グリーフ

ケアの観点から、流産となった産婦の方への対応も

行っていただけるのか。

　　4月から産後ケアの事業のなかで、そのような
産婦の方々への対応も予算に組み込んでいる。

　　清掃施設組合負担金、1億460万6千円とある

が、新炉事業が進んでいく中で、田尻町内にある施

設の廃炉の費用についてはまだ未定なのか。

　　実質まだ何も議論が進んでいない。今、新炉建
設に向けての環境アセスメント（環境影響調査）に
着手している状態であり、新炉の関係がある程度固
まった後に、廃炉の件について議論していくことに
なる。

 商工費
　　観光協会補助金420万円の内訳は。案内所の運

営経費等に、案内所スタッフの人件費などは入って

いるのか。 

　　スタッフについては、有償ボランティアで体制
づくりをお願いしている。その他の内訳としては、
今までコロナ禍でできていなかったイベント等の開
催を予定している。

 農業振興費
　　市街化調整区域における農業振興方策等検討業

務委託料300万円が新規事業で上がっているが、ど

ういう内容で委託をされるのか。

　　本町の農家で70歳を超えている方が65％、後
継者がいないという方が７割おり、このまま何もし
なければ遊休農地が加速度的に増える可能性がアン
ケートから見えてきた。今後農地をどう守り活用し
ていくのか、大規模に集約できる農地があるのか、
集約が難しいところはどのような形で農地を利用で
きるのか、そういったことを検討していきたい。委

答

託の方法はプロポーザルを考えているが、詳細は検
討中である。

 消防費
　　防災行政無線再整備工事344万7,000円につい

て、これはどのような工事なのか。

　　かねてより進めていた町内の防災行政無線、い
わゆる町内にあるスピーカーのデジタル化に伴う再
整備工事である。令和3年度で町内10か所は完了し
ているが、11か所目として、マーブルビーチの防
災行政無線について、大阪府から令和３年度末に移
管をうけた上で、工事を行うものである。

 教育費
　　（仮称）田尻町総合文化センター整備等事業計

画検討支援業務1,300万円について説明を。

　　事業計画作成にあたり、交付金を活用するため
の計画策定の検討、PPP手法など民間活用による
事業手法の検討、管理運営方法の検討、大きく言う
と、この3点の業務を進めていくものである。

 歳　出
◎令和４年度田尻町一般会計予算の修正案提出につ 
　いて

 修正案の主旨　

　総合保健福祉センター費の委託料のうち、一般浴

槽改修実施設計業務委託料510万円を削除し、削除

した510万円を予備費に積み増しする。

　ふれ愛センター建設当初から、軽体育室、教養娯

楽室、福祉風呂を老人福祉センター部門の３つの

サービスとし、各種教養講座の開催や、気軽に利用

できる一般浴室の開放等で、高齢者の健康増進、教

養の向上、レクリエーション生きがいづくりを応援

してきた。福祉風呂の廃止は、明らかに高齢者福祉

サービスの一つの削除であり、後退である。

　付け加えて、町は災害時の温浴施設対策は適切に

すると言ってきたが、具体的な対策を策定せず、自

治体所有の温浴施設を廃止しようとしている。災害

時の避難所の温浴施設をどうするかを明確にするこ

とも求めたい。
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 原案の賛成討論　　
　ふれ愛センターの福祉風呂の再開は必要ではな
い。ホテルを利用している方からは、喜びの声も聞
いている。ふれ愛センターが避難所になったときを
考えると、妊婦などいろんな方が使えるようにフロ
ア化するほうがよい。

 原案の反対討論
　原案は、ふれ愛センターの福祉風呂を廃止しよう
としており、高齢者福祉の後退と、災害時の避難所
である施設設備の後退につながる。

 修正案の反対討論
　災害が起きたときは、非常電源場所を考えると、
ホテルのほうが早く使えるようになると思う。多額
の費用をかけて福祉風呂を修繕する必要はない。
5,700万円かけて福祉風呂を修繕するより、それを
使って住民が利用するような施策を考えてほしい。

 修正案の賛成討論
　福祉風呂を修繕し、夜間も有料で開放して、世代
間交流の場としてほしい。災害時に避難所となるふ
れ愛センターの風呂は、維持すべきである。

◎令和4年度田尻町国民健康保険特別会計（事業勘
　定）予算の件
　・８億3,168万8,000円　　    【全会一致で可決】

◎令和4年度田尻町後期高齢者医療特別会計予算の
　件
　・１億4,868万2,000円　 【賛成7、反対2で可決】
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 反対討論
　一定以上所得のある方の医療費の窓口負担が、
10月から2割負担になる。高齢者の負担について
は、年々引き上がってきており、このことは看過で
きない。

◎令和４年度田尻町介護保険特別会計予算の件
　・8億4,637万6,000円   【賛成7、反対2で可決】

 反対討論　
　第8期保険料は据置きであったが、府内市町村で
4番目の高さであり、容認するには難しいものがあ
る。第9期保険料については、府内市町村の真ん中
の高さに持っていってほしい。現状として、住民か
ら保険料は高いという意見を聞くので、反対とす
る。

 賛成討論
　介護の事業者や利用者が多いからだと思うので、
過剰な利用がないか、いま一度精査してほしい。住
民から多くの健康ポイントの寄附をいただいてお
り、新しい田尻町独自の制度の中で、今後とも期待
ができるので、賛成する。

◎令和４年度田尻町下水道事業特別会計予算の件
　・8億5,635万3,000円　　　   【全会一致で可決】
　　吉見ポンプ場はできてから25年ほど経つが、

長寿命化によって施設全体を何年まで（維持管理

を）延ばすということになっているのか。

　　現在のストックマネジメント計画で、経年劣化
による３つの雨水ポンプのエンジンと自家発電機に
ついて令和７年度までに更新を行う。また令和８年
度以降、さらに点検を行って、更新が必要な機器に
つきまして順次行っていく。
　　費用は使用料に跳ね返るということはないの

か。

　　近年、防災安全社会資本整備交付金を100％い
ただくことができており、その他泉佐野市、泉南市
からの負担金や一般会会計からの繰り入れもいただ
いているため、雨水ポンプについては、料金に跳ね
返ることはない。
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田尻町において町民が行う新型コロナウイルスＰＣＲ検
査及び医療用抗原検査費用の全額助成を求める要望決議

否決 ×
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×
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　場

　隆

　裕

×

田尻町個人情報保護条例一部改正の件 可決 ○ ○ × × ○ 議 ○ ○ ○ ○

令和4年度田尻町一般会計予算の件 可決 ○ ○ × × ○ 議 ○ × ○ ×

令和4年度田尻町後期高齢者医療特別会計予算の件 可決 ○ ○ × × ○ 議 ○ ○ ○ ○

令和4年度田尻町介護保険特別会計予算の件 可決 ○ ○ ○ ○ ○ 議 ○ × ○ ×

田尻町一般職の職員の給与に関する条例一部改正の件 可決 ○ ○ × × ○ 議 ○ ○ ○ ○

福祉風呂を修繕し、復活を求める請願 不採択 × × ○ ○ × 議 × × × ×

坂

　口

　
　
　実

審議結果

令和4年 第1回定例会　審議結果

○…賛成　　×…反対　　議…議長のため賛否なし　　

田尻町において町民が行う新型コロナウイルスPCR検査及び
医療用抗原検査費用の全額助成を求める要望決議

反対討論

　コロナ終息の鍵になるのが、ワクチン接種や飲み薬の普及であり、病床圧迫の回避など、医療現場の負担も軽減
できる。ＰＣＲ検査費用の助成については、今議会で一般質問にも挙がっていたが、助成には賛成できないという
理事者側の答弁内容の方が理にかなっており、納得できた。よって、この要望決議については反対である。

反対討論

　大阪府のホームページにも、濃厚接触者は無症状の場合では検査せず、有症状時に医療機関で検査を実施と掲載
されている。この現行の対応でよいと考えるので、この要望決議には反対である。

賛成討論

　新型コロナウイルス感染症拡大はいまだ治まらず、国や府も第６波でようやく無料のＰＣＲ検査を実施した。し
かし、陽性者との濃厚接触者はＰＣＲ検査の対象外であり、町民からは不安の声があふれている。この町民の不安
を払拭し、安心してＰＣＲ検査を受けられる体制を構築することが求められていると考えており、賛成する。

反対討論

　ふれ愛センターができた時代と今では状況が違ってきている。
　確かに福祉風呂を存続してほしいという請願は提出されているが、直接議会にはあがってこなくても、別の考え
をもつ方々の声も多数聞いている。本当にそのような住民の声が議会まで届いたうえで、議会はそれを審議できて
いるだろうかと考えると、この請願の採択には賛成できない。

賛成討論

　福祉風呂は、ふれ愛センター建設当初から老人福祉センター部門の三つのサービスの一つであり、福祉風呂をな
くすことは明らかに高齢者福祉の後退である。また、災害時にふれ愛センターが避難所となったとき、町自前の風
呂であれば、公費を投じて迅速な修繕ができることからも賛成である。

福祉風呂を修繕し、復活を求める請願
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　国においては、北朝鮮による日本人拉致問題は、我が国の主権及び国民の生命と安全にかかわる重

大な問題であり、国の責任において解決すべき最重要課題と位置付け、その解決のためには、世論の

一層換気が不可欠であるとしているとし、特に若い世代に拉致問題は歴史ではなく、現在進行形の人

権侵害かつ犯罪行為であることへの理解促進が重要であるとの認識のもと（省略）。よって、田尻町

議会は、一日も早い拉致被害者全員の救出に向けて、アニメ「めぐみ」、（省略）等を通じて、北朝鮮

による日本人拉致問題に対する理解を深めるための取組を推進する。【一部抜粋】　

北朝鮮による日本人拉致問題に対する理解を深めるための取組みを推進する決議

全会一致で可決

意見書決議・３月議会で議決した

決　議

　ロシアによるウクライナ侵略は、ウクライナの主権及び領土の一体性を著しく侵害し、武力の行使

を禁じる国際法の深刻な違反であり、国連憲章の重大な違反である。（省略）我が国の安全保障の観

点からも決して看過できず、これを強く非難する。（省略）昭和60年９月に「非核平和都市宣言」

に関する決議を採択している田尻町議会としては、ロシアに対し、国際法を遵守し、即時に攻撃を停

止し、軍をウクライナより撤収するよう強く求める。【一部抜粋】

ロシアによるウクライナへの侵略を強く非難する決議

全会一致で可決

中華人民共和国による人権侵害問題に対する調査及び抗議を求める意見書
全会一致で可決

　新疆ウイグル自治区で、大規模な恣意的勾留、人権弾圧が中国当局によって行われていることを国
際社会は深く憂慮している。
　これらの世界の状況があるにも関わらず、日本政府は「人権状況について懸念をもって注視してい
る」という趣旨の発言に留まっており、人権問題について取り組んできた当町議会としては政府の対
応は到底容認できるものではない。
　よって本町議会は、直ちに日本政府として調査し、各種問題があった場合は、様々な手法を用いて
厳重に抗議することを要請する。
　以上、地方自治法第 99条の規定により意見書を提出する。【一部抜粋】

　　提出者：小川　雄司　　　　賛同者：射場　隆裕
　　提出先：衆議院議長／参議院議長／内閣総理大臣／外務大臣／内閣官房長官

決　議

意見書
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 2 日（木）   本会議（開会日）

 3 日（金）   本会議（第２日）、総務建設常任委員会

　※本会議は、2日（木） に審議が終了しなかった場合のみ開催

 7 日（火）  文教厚生常任委員会

 8 日（水）   委員会予備日

　※３日（金）、７日（火）に審議が終了しなかった場合のみ開催

17日（金） 本会議（閉会日）

上記日程は、現時点での予定です。いずれも午前10時から本庁舎３階議場にて開催します。
傍聴におこしの際は、マスクを着用いただき、席は隣との間隔を空けておかけください。

令和4年 6月議会の日程（傍聴可能なもの）

大阪府町村議長会より
永年在職議会議員表彰を受賞

　町議会議員として議会活動を通
じ地方自治の発展のために大きな
役割をはたしていることを高く評
価され、仁部順行議員が永年在職
議会議員表彰を受賞されました。

　今年度の田尻町議会だより『たじりの風』は、昨年度に引き続き下記のメンバーで編集を
担当させていただきます。
　よろしくお願いいたします。

　議会だより広報委員会　　委 員 長　射場　隆裕
　　　　　　　　　　　　　副委員長　吉開　育子
　　　　　　　　　　　　　委　　員　東　小夜子
　　　　　　　　　　　　　委　　員　中川　達夫
　　　　　　　　　　　　　委　　員　原　　明美

記

編
集

後


